
おでかけワゴン本格運行時の
運行計画について

資料３



1. 本格事業への移行に関する判断について
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• 路線定期運行としての運行継続の必要性を検証する

• 定常的に乗合利用がなされているかを確認する（地域公共交通計画で位置
付けている、各系統で平均乗車人数が2人/回以上確保されているか）

⇒ 10月末現在：高麗川駅系統5.8人/回、武蔵高萩系統4.3人/回

• 車両のダウンサイジングにより需要を捌くことができるかどうかを確認する

• 追加便の運行が定常的でなく、かつ市が想定する予算範囲内に収まってい
ることを確認する

⇒ 10月末現在：高麗川駅系統0.7件/日、武蔵高萩系統0.7件/日

 これまでの利用実態を踏まえると、おでかけワゴンの本格運行への移行は妥当
であり、本格運行に向けた道路運送法上の手続き並びに国庫補助申請のための
手続きを進める必要があると判断。

 今後の利用実態を引き続きモニタリングしつつ、本格運行に向けた準備を進め
ることとする



2. 本格運行の概要
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本格運行の概要

確保維持の方向性
交通不便地域を通り、地域間交通ネットワークと接続する地域内フィーダー系
統として日高市において維持確保を図る

運行主体 日高市

運行事業者 高麗川交通、日高ハイヤーの２社を予定

道路運送法上の位置づけ
• 令和7年度は道路運送法第21条による実証実験として運用中
• 令和8年度以降は道路運送法第4条（路線定期運行）による本格運行に移行

運行方法 路線定期運行

運行日 日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く毎日

運行時間 午前６時台～午後８時台（平日・土曜共通）

運用車両
ワゴンタクシー車両（10人乗り）を想定
運行車両４台（高麗川駅系統2台・武蔵高萩駅系統２台）を市が確保予定
※予備車両は普通タクシーを併用

想定される運行経費

＜運行費＞
• 人件費
• 燃料油脂費
• 車両修繕費
• 車両償却費
• 自動車税・自動車重量税
• 保険料（自賠責＋任意保険）
• 諸経費、一般管理費 等
※車両本体及び付属品については別途費用が必要となる



3. 運行ルート案
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女影

埼玉女子短期大学前

下鹿山

こま川団地第二折返場

こま川団地中央

こま川団地第一折返場

中鹿山南

生涯学習センター

N

300m

高麗川駅東口

高麗川南公民館入口

愛宕公園入口

中鹿山北

新設路線①
起点：日高市高萩625-2番地先
終点：日高市高萩616-1番地先
キロ程：0.1km 幅員：6.8m
県道武蔵高萩停車場線

新設路線②
起点：日高市高萩607-11番地先
終点：日高市下鹿山437-2番地先
キロ程：2.0km 幅員：11.5m
県道15号線（川越日高線）

新設路線③
起点：日高市下鹿山437-1番地先
終点：日高市下鹿山488-1番地先
キロ程：0.6km 幅員：5.5m
市道幹線34号

新設路線④
起点：日高市下鹿山491-56番地先
終点：日高市中鹿山523-13番地先
キロ程：1.0km 幅員：7.5m
市道幹線19号

新設路線⑤
起点：日高市中鹿山523-2番地先
終点：日高市鹿山220-2番地先
キロ程：1.1km 幅員：7.0m
市道幹線37号

新設路線⑥
起点：日高市鹿山234-2番地先
終点：日高市鹿山206-2番地先
キロ程：0.3km 幅員：4.6m
県道15号線（川越日高線）

新設路線⑦
起点：日高市鹿山300-6番地先
終点：日高市鹿山300-5番地先
キロ程：0.1km 幅員：6.0ｍ
市道B954号

新設路線⑧
起点：日高市鹿山321-18番地先
終点：日高市鹿山330-18番地先
キロ程：0.1km 幅員：4.8m
市道B289号

道路管理者について
• 県道：埼玉県（飯能県土整備事務所）
• 市道：日高市

運行日 日曜日、祝日、年末年始（12月29日
から1月3日まで）を除く毎日

運行本数
（予定）

・高麗川駅系統（青）：24便
・武蔵高萩駅系統（赤）：22便

武蔵高萩駅入口

武蔵高萩駅

四反田堀



4. 停留所・乗降地点
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• 事前協議の進捗状況

対象者・機関 協議内容

道路管理者
県道（飯能県土整備事務所）
市道（日高市）

停留所設置に際しての道路占用許可申請手続きについて、
道路管理者との協議を進めた。
なお、道路占用許可については、実証運行（道路運送法

第21条）時に取得済であり、本格運行（道路運送法第４
条）時も同許可を適用

公安委員会 埼玉県警察飯能警察署
交差点及び横断歩道からの離隔等、安全確保に関する観

点から協議を進め、概ね同意を得ている。

関係地権者 UR都市機構

土地利用に関する協議・調整を進め、使用承諾に関する
書面を締結済み
［対象となる停留所］
・こま川団地第一折返場
・こま川団地第二折返場

※ 敷地内に設置される運転士休憩室及び停留所上屋につ
いても協議済み



５. 運行ダイヤ案
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円滑に本格運行への移行を進めるため、ダイヤ改正については実証運行期間を含む令和８年３月下旬からを予定する。

【高麗川駅系統】

①

利用者数（需要）等の実態に応じた運行ダイヤの設計

• 利用者数が多く、追加便の発生率が高い時間帯に配慮したダイヤ設定
（高麗川駅系統：午前９時から午前11時 武蔵高萩駅系統：午前７時から午前８時頃）

②

他の公共交通機関との接続強化

• 鉄道駅での発着時間を調整し、鉄道ダイヤ及び路線バスに余裕を持った接続とする。
⇒市内公共交通全体の利便性向上、利用促進につなげる

①

高麗川駅西口停留所の廃止に伴う運行ルートの見直し

• 高麗川駅東口開設（令和８年３月下旬予定）に合わせ、高麗川駅西口までの運行区間を廃止
• 最終停留所を「高麗川駅西口」から「高麗川駅東口」に変更※新設の駅前広場内（駅ロータリー内）に停留所を
設置予定

• 現行の「高麗川駅東口」停留所については、「四反田堀」停留所に名称を変更

②

運行ルート及び運行所要時間の見直しに伴う短縮時間の活用

• 高麗川西口までの運行区間廃止により短縮された時間を活用し、運行便数２便の増便
※現行運行ダイヤ：22便 変更運行ダイヤ：24便

【２系統共通】

【武蔵高萩駅系統】

①

運行に係る所要時間の見直しに伴う短縮時間の活用

• 各停留所間の運行時間を精査した上で、短縮された時間を活用し、運行便数１便の増便
※現行運行ダイヤ：2１便 変更運行ダイヤ：2２便



５. 運行ダイヤ案（高麗川駅系統）

6※「●」：停留所を通過

本運行ダイヤは改正案のため、今後の検討状況等により
変更の可能性があります

【
現
行
ダ
イ
ヤ
】

【
改
正
ダ
イ
ヤ
（
案
）
】



５. 運行ダイヤ案（武蔵高萩駅系統）
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本運行ダイヤは改正案のため、今後の検討状況等により
変更の可能性があります

【
現
行
ダ
イ
ヤ
】

【
改
正
ダ
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案
）
】



６. 運行車両

8（車内イメージ図）

出典：日産自動車HPhttps://history.nissan.co.jp/CARAVAN/E26/1206/spec_dimensions.html

（車体寸法）

運行系統 運行車両

２系統
・高麗川駅系統
・武蔵高萩駅系統

車名 ニッサン

車種 キャラバンNV350

乗車定員 10名

全長/全幅/全高 5,230㎜×1,880㎜×2,280㎜

型式 ３BF-DS8E26
※次年度以降の車両増車に当たっては、トヨタハイエースの導入可能性あり



７. 運行車両に関する特例措置

9

審査基準
【おでかけワゴン】

適用内容 市の考え方及び選定理由等

乗車定員
乗車定員（運転
士を含む）11人
以上

乗車定員（運転士を
含む）10名

• 民間路線バス運行時、便あたりの輸送人員は5
名前後であり、実証実験においてワゴンタク
シー車両による運行を実施

• 有償運行開始後の実証実験の実績を踏まえる
と、概ね定員以内に納まっており、一定の乗
合率も確保されている。

• 実証実験と同様の車両での運行、配置台数で
必要な輸送力が確保されている

最低車両数
※営業所配
置台数

常用５両+予備１
両

常用４両+予備（普
通タクシー併用）
※日高ハイヤー：常用２両
※高麗川交通：常用２両

バリアフ
リー法関連

移動等円滑化基
準へ適合（乗降
口・低床・車い
す等の利用）

小型車両（乗降口、
車いすスペース等が
不足）での運行
※移動円滑化基準適
用除外の認定手続

• 生活利便施設等への生活交通としての運行
ルートを予定している

• 一部の路線については、経路上に狭隘箇所が
あること、また、一定の乗車定員を確保する
必要があることから、小型車両（乗降口、車
いすスペース等不足）での運行が必要となる
※移動円滑化基準の適用除外により利用が困難となる車い
す利用者については「福祉タクシー利用助成事業」の活用
により移動手段を確保する。

• 以下の項目については、協議会の協議が調うことでの特例措置を適用



７. 運行車両に関する特例措置
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• 移動円滑化基準適用除外認定を求める事項

省令 内容（法規定）

第３７条第２項
第２号

スロープ板の設置
乗降口のうち、一以上はスロープ板その他の車椅子使用者の
乗降を円滑にする設備（国土交通大臣の定める基準に適合
しているものに限る。）が備えられていること

第３９条 車椅子スペースの設置
乗合バス車両には、基準に適合する車椅子スペースを一以上
設けなければならない

第４０条第１項 通路の幅
第３７条第２項の基準に適合する乗降口と車椅子スペースと
の間の通路の幅は、80センチメートル以上でなければならな
い

第４０条第２項 手すりの設置
通路には、国土交通大臣が定める間隔で手すりを設けなけれ
ばならない

第４１条第１項
音声等による運行情報提供
設備

乗合バス車内には、次に停車する停留所の名称その他の当
該乗合バス車両の運行に関する情報を文字等により表示す
るための設備及び音声により提供するための設備を備えなけ
ればならない

第４１条第２項 車外用放送設備の設置 乗合バス車両には、車外用放送設備を設けなければならない

第４１条第３項 行き先の表示
乗合バス車両の前面、左側面及び後面に、乗合バス車両の
行き先を見やすいように表示しなければならない

【移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令】



８. 運賃設定案
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運賃検討の視点 運賃設定の方向性

視点①
不当競争を引き起
こすおそれがない
か

• サービスは従前の日高・飯能路線及
び市内運行路線バス（初乗り運賃
220円）と同程度

• 今年度実施したおでかけワゴン実証
運行に係るアンケート調査の結果、
運賃設定は200円が妥当と判断

• タクシーと比べるとサービスは限定
的（利用時刻・乗降場所が限定、不
特定多数による乗合が発生等）

• タクシーの初乗り運賃は500円であ
り、サービスはタクシーよりも限定
的であるため500円よりも安い運賃
設定が必要

視点②
市民の要望等に対
応しているか

• 分かりやすく、運賃収受に手間のか
からない、支払いやすい運賃

• 100円単位の運賃設定が望ましい

• 利用者が受け入れやすい運賃（意見
募集の結果）

• 運賃に対する意見募集を行った結果、
1乗車当たり200円程度の設定が妥当
とみなせると判断

運賃設定の方向性

⇒実証実験と同様に、定額制１乗車200円を基本設定として、子ども（小学生）1乗車100
円、未就学児は無料、障がい者は大人・子どもの運賃の半額とする。


